
 

退職手当金給付決定通知書からの「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成方法 
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←現住所 

←退職手当が支払われる年の 1 月 1 日の住所（現住所と異なる場合記入） 

 

←当年中に他の退職手当を受けていない場合は１段目に 

←当年中に他の退職手当を受けた場合は２段目に 

←申告書の提出がない場合は３段目に 

 

（b） （c）         （d） （e） 

 

 

施設または法人 

 

 

次頁④参照 次頁③参照 次頁②参照 

（a） 

（a） 

(d） （e） 

(a)“源泉徴収票の支給金額”＝源泉徴収票に記載する支払金額。 

0の場合は源泉徴収票作成不要。 

退職手当金給付決定通知書に、一定条
件を満たす場合の源泉徴収票作成例を
印字してお送りしますが、そのまま使用
せず、参考にしていただき、個別の状況
に応じて各々作成してください。 

2026/1/10 
 

（a） 

（a） 
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※退職所得の源泉徴収票・特別徴収票記載方法、各欄の記載要領について(参照) 

⇒  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/03.pdf      

【参考URL】国税庁ホームページ 

「退職手当等に対する源泉徴収」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm 
   

「タックスアンサー（よくある税の質問）／所得税／No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm 

   

「令和 7年版 源泉徴収のあらまし 退職所得の源泉徴収事務」 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm 

「令和 7年版 源泉徴収のしかた 退職所得の源泉徴収事務」 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/pdf/08.pdf 

 

② ≪「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の提出がある場合≫ 

 ※全国共済併給の場合は、全国共済様式に申告書は含まれている 

『退職手当金給付決定通知書』 と申告書の内容を確認のうえ、支給金額が０でなければ、源泉徴収票

を作成する。 

１）就職年月日（ｄ） 

他法人・他施設からの継続加入の場合、就職年月日は市共済加入当初の日付になっています。申告書・源泉徴収

票にも当初の就職年月日を記入し、勤続年数を計算してください。 

２）退職年月日（e） 

３）申告書A欄 退職の区分（一般/障害、生活扶助の有無） 

「障害」の場合、障害者手帳（写）、「生活扶助有」の場合生活保護決定通知書（写）添付が必要。 

４）申告書 B～E欄への記載の有無 

③ （d）就職年月日と（e）退職年月日から、勤続年数（c）を計算する。１年未満の端数が生じたときは、これ

を１年として計算する。例）８年１か月→９年 

④ ③で求めた勤続年数により、下表参照のうえ退職所得控除額（ｂ）を計算する。②の３）４）等により計算

が異なる場合がある。他に退職所得がある場合は合算し、退職所得と退職所得控除額との関係により、

課税所得額が決定される。 
 

退職所得控除額（勤続年数によって計算） 

勤続年数(＝Y) 退職所得控除額 

20年以下 
40万円×Y（＝勤続年数） 

 (80万円に満たない場合には、80万円) 

20年超 800万円＋70万円×(Y-20年) 

(注) 1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100

万円を加えた金額となる。 

2 前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき、同一年中に 2 か所以上から退職金を受け取るとき、役員が退

職金を受け取るとき等は、控除額の計算が異なることがあるので、ご不明な点は税務署・税理士にご確認くださ

い。 

⑤ 市共済のみの場合は、退職所得控除額＞退職所得で課税所得 0 になるため税額は０になるが、他の退

職手当と合算する場合等で課税所得がある時は、税額を計算し、源泉徴収税額・特別徴収税額を記

入。 

⑥ 申告書は、源泉徴収票とともに退職後７年間施設にて要保管。求めがない限り税務署への提出不要。 

法人の役員への退職手当の源泉徴収票については税務署と市町村へも提出。 

住民税がかかる方については特別徴収税額納入内訳書を市町村へ提出。 

⑦ 申告書の提出がない場合は、収入金額に対して 20.42%の所得税を源泉徴収する（本人が確定申告

すると還付される）。 
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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/pdf/08.pdf


 

 

 

退職所得の源泉徴収票は「役員」に限り、所轄税務署や市区町村への提出義務があり 

ました。 

改正後、この範囲が｢すべての居住者｣に拡大され、役員だけでなく従業員についても 
提出が必要となります。 
令和８年１月１日以降に支払う退職金に係るものから適用が開始されます。 

 

 

 

 

 

令和８年分から適用される新様式の退職所得の源泉徴収票には、「番号欄」が新設 

されました。 

この欄は、支払われる退職手当等の種類に対して番号を記入する仕組みです。 

ただし、一般退職金(下記の番号１から番号４にあたらないもの)のみを支払う場合は、 

番号欄は空欄のままで提出可能です。通常の退職金支給では｢番号なし｣で対応できます。 

      

・番号１：法第 31 条《退職手当等とみなす一時金》関係 

確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金 
・番号２：令第72条第３項第７号 

《確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢給付金一時金》関係 
    企業型DCとは、企業が従業員のために掛金を積み立て、従業員がその 

資産を運用して老後資金を形成する、確定拠出年金(DC)制度。 

積み立てた資金を老齢給付金として一時金で支給する場合 
・番号３：令第84条第１項《特定譲渡制限付き株式等の経済的利益》 
・番号４：令第84条第３項《ストックオプションの権利行使益》 
・番号５：一般的退職手当等 + 番号３ 通常の退職金に加え、特定譲渡制限付株式の 

利益を一緒に支払う場合 
・番号６：一般的退職手当等 + 番号４ 通常の退職金に加え、ストックオプションの 

行使益を併せて支給する場合。この場合摘要欄に行使益の金額を記入。 
・番号７：一般的退職手当等 + 番号３・４の両方の利益 通常の退職金に加え、株式 

関連の利益(譲渡制限付利益とストックオクションの行使益)をまとめて支給 
摘要欄に譲渡制限付利益とストックオクションの行使益それぞれの利益額を 
記載。 

 

 

 

 

 

Ⅰ.市共済のみ加入の場合 

作成した源泉徴収票（受給者交付用）は、本人に交付します。 

 

Ⅱ.市共済と全国共済に加入の場合 

・市共済分源泉徴収票を作成し、福祉医療機構の指示に従ってご提出ください。 

・施設から本人あて源泉徴収票を交付する必要はありません。最終支払者である福祉医療 

機構が、市共済分も合算した源泉徴収票を発行し、本人に交付します。 

 

番号欄への記載 ＜新設＞ （令和７年４月１日改正） 

提出範囲・提出方法 (令和７年４月１日改正） 

加入している制度のパターン別留意点 
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https://www.google.com/search?q=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91&sca_esv=a98615fef381bdde&rlz=1C1AGAK_jaJP1020JP1021&ei=-hUtaeZntI6t9w_T5uKJAw&oq=%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%9E%8B&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCeS8gealreWeiyoCCAEyCBAAGIAEGLEDMggQABiABBixAzIIEAAYgAQYsQMyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAESO0wUABY9BVwAXgAkAEAmAF_oAGfCaoBAzQuN7gBAcgBAPgBAZgCC6ACzgmoAgrCAhAQABgDGI8BGOoCGLQC2AEBwgIQEAAYgAQYigUYBBixAxiDAcICEBAAGIAEGIoFGAQYjQYYsQPCAg0QABiABBgEGLEDGIMBwgITEAAYgAQYigUYBBiNBhixAxiDAcICChAAGIAEGAQYsQPCAgoQABiABBiKBRhDwgIHEAAYgAQYBMICDRAAGIAEGIoFGEMYsQOYAwm6BgQIARgKkgcEMS4xMKAHtCSyBwQwLjEwuAfECcIHBzItNS41LjHIB3U&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiricyAxpuRAxUqqVYBHcFxPEAQgK4QegYIAQgAEAM


 

Ⅲ. 市共済と、全国共済以外の制度（法人以外が支払者）に加入の場合 
 

Ⅲ－１ 市共済からの支給が先の場合 

 ・他制度の退職手当請求手続きを退職者本人が行う場合は、Ⅰと同様に本人に源泉徴収票を交付します。 

 ・全国共済と同様に、最終の支払者が退職所得を合算して源泉徴収票を作成します。市共済からの退職給付

金給付後に支払を行う他制度実施機関へ、申告書と源泉徴収票の提出が必要です。詳しくは、他制度実施

機関の指示に従ってください。 

 ・市共済分源泉徴収票を作成し、他制度退職手当請求書類に添付します。申告書には、A 欄のほか、Ｂ欄・Ｅ

欄に市共済分退職所得に関する事項を記入のうえ、他制度実施機関へ提出します。 

・施設から本人あて源泉徴収票を交付する必要はありません。最終支払者である他制度実施機関が、市共済

分も合算した源泉徴収票を発行し、本人に交付します。 
 

 Ⅲ－２ 他制度からの支給が先の場合 

 ・市共済から退職手当を受ける前に他から退職手当を受けている場合、申告書 B 欄・E 欄に記入があり、源

泉徴収票が添付されています。 

 ・先に支給されている他制度の退職所得と市共済の退職所得を合算して、源泉徴収票を作成し、本人に交付 

します。 

※基本的な源泉徴収票発行の方法・考え方は P８～９のとおりですが、下記事項等の違いがありますので、

ご留意ください。 

・区分の２段目に市共済からの退職所得 

を記入 

・勤続年数は他と市共済と比べて長い方 

＋重複していない期間 

・摘要欄に、先に支給された退職手当の 

金額等を記入 

・退職所得の合計金額から退職所得控 

除額を控除し、0より大きくなれば源泉 

徴収税額・特別徴収税額を計算し、先の 

支払者により徴収されている分を 

差し引いた額を徴収する。 

 

 

Ⅳ. 市共済と、法人独自の制度など法人が支払者である制度に加入の場合 

 ・法人独自の制度などからの退職所得と市共済の退職所得を合算して源泉徴収票を作成し、本人に交付す

る。 
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【参考】 「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」様式 
国税庁ホームページ「退職所得の受給に関する申告（退職所得申告）」には、説明と入力用 PDF も掲載されています。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm 
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm


 

 

 

（受給者交付用） 個人掛金返還のみの退職者以外全員分を作成。 

市共済のみの場合と、施設・法人が最終支払者になる場合は、施設・法人から退職者本人へ

交付する。 

全国共済他、最終支払者が施設・法人以外になる場合は、申告書に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（税務署提出用） すべての受給者について、源泉徴収票等を税務署と市区町村へ提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」様式 

国税庁ホームページ「退職所得の源泉徴収票（同合計表）のページには、説明と入力用 PDFも掲載されて 

います。 
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm 
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm

